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職名

採
用
予
定
人
数

勤務内容 資格等 区
分

勤務日
勤務時間

週
休
日

給与
報酬額 勤務場所

保育士

若
干
名

町内３保育所で保育業
務、 児童票 ・ 日誌等
の作成業務

保育士

パ
|
ト

日曜 ・ 祝日等を除く
週５日、 1 日７時間

のシフト制

日
曜 
ほ
か

時給 1,326 円　
～ 1,373 円

各保育所

保育補助員
町内３保育所での保育
業務

なし 時給 1,225 円

児童クラブ
支援員

町内 3 クラブでの学
童保育業務、 日誌等
作成業務

放課後
児童支
援員

月曜～金曜
13 時～ 18 時

土曜 ・ 長期休暇期
間は８時～ 18 時
の間のシフト制

時給 1,225 円
～ 1,246 円

各児童
クラブ

児童クラブ
補助員

町内３クラブでの学童
保育業務

なし 時給 1,225 円

新
地
町
会
計
年
度

　
任
用
職
員
募
集
の

　
お
知
ら
せ

町
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

申
込
期
限
　
２
月
５
日
㈭

※
郵
送
の
場
合
、
期
限
内
必
着

任
用
期
間

令
和
８
年
４
月
１
日
〜
令
和
９
年

３
月
31
日
の
期
間
内

選
考
方
法

書
類
審
査
、
面
接
試
験
な
ど

※
面
接
日
は
書
類
審
査
後
に
直
接

　

通
知
し
ま
す
。

申
込
方
法

次
の
書
類
を
保
健
福
祉
課
こ
ど
も

家
庭
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込
書

②
資
格
証
の
写
し

(
必
要
な
職
種

　

の
み
)

留
意
事
項

①
複
数
の
職
種
へ
の
申
込
み
は
で

　

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
提
出
書
類

　

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

②
収
集
し
た
個
人
情
報
は
、
選
考

　

お
よ
び
採
用
に
関
す
る
事
務
以

　

外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

③
会
計
年
度
任
用
職
員
応
募
申
込

　

書
は
、
保
健
福
祉
課
で
交
付
す

　

る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か　

　

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課　

こ
ど
も
家
庭
係

☎
６
２
-
２
９
３
１

詳細は
こちらから
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約
不
要
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

日
時

２
月
23
日
㈪　

10
時
〜
16
時

場
所

〇
相
馬
市
会
場

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
は
ま
な
す

館
会
議
室
)

(相
馬
市
小
泉
高
池
３
５
７
)

〇
南
相
馬
市
会
場

道
の
駅
南
相
馬　

ホ
ー
ル

(
南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
２
-

30
-
１
)

そ
の
他

　

税
の
相
談
、
税
務
書
類
の
作
成
、

税
務
官
署
へ
の
代
理
、
調
査
の
立

会
い
は
、
正
規
の
税
理
士
で
な
け

れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

税
理
士
で
な
い
者
の
申
告
手
続
き

な
ど
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
税
理
士
名
簿
に
記
載

の
あ
る
税
理
士
か
ど
う
か
を
十
分

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
機
会
に
無
料
相
談
会
を
ご

活
用
い
た
だ
き
、
申
告
に
関
す
る

疑
問
点
の
解
消
に
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

佐
原
茂
税
理
士
事
務
所

☎
３
７
-
２
０
２
４

要
介
護
認
定
を
受
け
た

　
方
の
「
障
が
い
者
控
除
」

　
に
つ
い
て

　

本
人
、
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

族
が
、
介
護
保
険
で
要
介
護
１
〜

５
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
に
つ
い

て
は
、
所
得
税
お
よ
び
町
県
民
税

の
申
告
に
お
い
て
、
障
が
い
者
控

除
ま
た
は
特
別
障
が
い
者
控
除
の

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

確
定
申
告
等
で
障
が
い
者
控
除

対
象
者
認
定
証
が
必
要
な
方
に

は
、
保
健
福
祉
課
で
認
定
証
を
交

付
し
ま
す
。
印
鑑
を
ご
持
参
の
う

え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

保
健
福
祉
課　

福
祉
係

☎
６
２
-
２
９
３
１

詳細は
こちらから

「スマホ教室」参加者募集
　町では、 スマートフォンやインターネットの利用に不安がある方にも、 必要な情報にアクセ

スでき、 行政サービスや防災情報などを安心して活用できるよう、 「デジタルデバイド解消

事業」 としてスマホ教室を開催します。

　基本操作から、災害時に役立つ情報の調べ方、アプリの入れ方、LINE の使い方まで、スタッ

フがサポートしながら進めます。 初めての方もお気軽にご参加ください。

対  象  者　 ・ 町内在住の 65 歳以上の方

　　　　　 ・ スマートフォンを保有しているが操作に不安がある方

　　　　　　（スマートフォンを保有していない方も受講できます）

　　　　　 ・ 講習会終了後アンケートに回答いただける方

募集人数　各 15 名 （先着順）

日　　程　２月 10 日㈫ ・ ２月 16 日㈪ （同内容）

開催時間 13 時 30 分～ 15 時 30 分

場　　所　農村環境改善センター　視聴覚室

内　　容　スマートフォン ・ タブレットの基本操作、 災害情報の

　　　　　調べ方、 アプリの入れ方、 LINE の使い方などを学びます。

　　　　　iPad 貸出 ・ Wi-Fi あり、 スタッフがサポートします。

参  加  費　無料

申込方法　電話またはメールでお申し込みください。

そ  の  他　この事業は、 福島県の令和７年度デジタルデバイド解消事業として

　　　　　実施します。

◎申し込み・問い合わせ　企画政策課　企画情報管理係 （電話 ： ６２－２１１２）

　　　　　　　　　　　　メールアドレス ： koho@town.shinchi.lg.jp

・ スマートフォンを保有しているが操作に不安がある方

（スマートフォンを保有していない方も受講できます）

税
理
士
無
料
相
談
会

昭
和
17
年
に
最
初
の
税
理
士
法

が
公
布
さ
れ
た
２
月
23
日
を
記
念

し
て

「
税
理
士
記
念
日
」
と
し
て

お
り
ま
す
。
東
北
税
理
士
会
相
馬

支
部
は
、
同
日
に
毎
年
税
の
無
料

相
談
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
予

詳細は
こちらから
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「膝に効く転倒予防教室」 参加者募集
　転倒予防を目的に運動教室を開催します。

　加齢に伴い、膝の痛みなどを訴える方は少なくありません。本教室では、膝に関する運動を中

心に行います。

　膝に不安を抱えている方や関心のある方は、ぜひご参加ください。

対  象  者　膝痛にお悩みの方、または関心のある方

募集人数　18名（全定員になり次第、受付を終了します）

日　　程　１回目　２月17日㈫　

　　　　　２回目　３月３日㈫

開催時間　13時30分～15時

場　　所　保健センター

内　　容　転倒予防を目的とした運動(膝に関する体操など)

　　　　　※簡単な体力測定を行いながら実施します。

講　　師　渡辺病院　理学療法士　太田　雅人 氏

　　　　　渡辺病院　作業療法士　浅尾　千紘 氏

申込方法 電話でお申し込みください。

◎申し込み・問い合わせ 保健センター（電話：６２ー２０９６）

詳細は
こちらから

 コンビニ交付サービスを一時停止します

　 町では、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行するため、下記の期間、コンビニ交付サー

ビスを一時利用停止します。 ご理解とご協力をお願いします。

運用停止期間（１）
・停止期間　　　　　１月 24 日㈯～１月 25 日㈰　終日

・運用再開日時　　　１月 26 日㈪　午前６時 30 分から

・運用停止サービス　全部事項証明書 （戸籍謄本）

　　　　　　　　　　個人事項証明書 （戸籍抄本） 

　　　　　　　　　　戸籍の附票

運用停止期間（２）
・停止期間　　　　　２月 24 日㈫～３月９日㈪　終日

・運用再開日時　　　３月 10 日㈫　午前６時 30 分から

・運用停止サービス 住民票等

　　　　　　　　　　すべての証明書のコンビニ交付サービス

◎問い合わせ 町民生活課　戸籍町民係 （電話 ： ６２－２１１５）

詳細は
こちらから
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e-Tax HP

相馬税務署からのお知らせ
確定申告の納付には「振替納税」がおすすめです
　確定申告の納付期限が近づいてから、 慌てて金融機関などの窓口に行ったことはありませんか。

「振替納税」 はとても便利な方法ですので、 ぜひご利用ください。

〇振替納税とは
　所得税及び復興特別所得税 （以下 「所得税等」） と、個人事業者の消費税及び地方消費税 （以下 「消

費税等」） の納付に利用できます。

　金融機関に出向くことなく、 振替日に口座から引落しにより国税を納付する方法です。

〇振替納税を利用するには
　令和７年分の確定申告で 「振替納税」 を利用する場合は、 下記の納期限までに、 確定申告書と 「預

貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書 （振替依頼書）」 を税務署へ提出してください。

　※以前に提出した方は継続されますので、 改めて提出する必要はありません。

納期限
・ 所得税等 ： ３月 16 日㈪　 ・ 消費税等 ： ３月 31 日㈫

〇提出方法
　「振替依頼書」 はオンライン （e-Tax） または書面により税務署へ提出してください。

　オンラインで提出する場合は、 e-Tax を利用に必要なアカウント （識別番号） の取得が

等が必要です。 詳しくは e-Tax ホームページからご確認ください。

　※金融機関によっては、 オンライン （e-Tax） での提出に対応していない場合があります。

〇振替日（引落日）
　令和７年分の確定申告分の振替日は下記のとおりです。

・ 所得税等 ： ４月 23 日㈭ 　消費税等 ： ４月 30 日㈭

　※その他の振替日については、 国税庁ホームページでご確認ください。

〇『振替納税』以外の納付方法
　振替納税は、 所得税等と消費税等にのみ利用できます。

　贈与税や源泉所得税を納付する場合は、 「ダイレクト納付 （e-Tax による口座振替）」

をはじめとするキャッシュレス納付をぜひご利用ください。

◎問い合わせ　相馬税務署　管理運営部門

（電話 ： 0244-36-3111 （代表）） （音声案内で 「２番」 を押してください）

国税庁 HP

他の納付手段は
こちら
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わくわくランドイベント情報

「しんちゃんバス」の運行内容が変わりました「しんちゃんバス」の運行内容が変わりました
　　令和８年１月から、 しんちゃんバスの運行内容が以下のとおりに変更となりましたので、

　ご確認のうえご利用ください。

変更点①：運休日
　　　　　日曜日、 祝日 （振替休日も含む）、 年末年始

変更点②：時刻表
　　　　　　「駒ケ嶺線」 の時刻表の一部が変更となりました。 新地インターチェンジの

　　　　　高速バスストップへの利用も便利ですので、 ぜひご利用ください。

　変更点③：フリー乗降制の実施
　　　　　　路線上であれば、 バス停以外でも乗り降りできるようになりました。

　　　　　　利用方法や乗降できない場所は広報しんち 1 月 5 日号、 町内公共施設に

　　　　　　備え付けのチラシをご覧いただくか、 お問い合わせください。

　◎問い合わせ　企画政策課　政策推進係 （電話 ： ６２－２１１２）

詳細は
こちらから

農地パトロール実施のお知らせ
　農業委員会では、 ２月と３月に農地法に基

づく農地パトロールを実施します。

　農地パトロールでは、 遊休農地の実態把握

や違反転用防止を目的に農業委員および農地

利用最適化推進委員が農地に立ち入ることが

あります。 立ち会いの必要はありませんが、

あらかじめご了承ください。

◎問い合わせ　農業委員会事務局　(電話：６２－２１９５)
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交通事故相談
 日　時　２月２日㈪

　
10 時～ 16 時　

 場    所　役場１０１相談室

◎問い合わせ　町民生活課　生活環境係

                　　（電話 ： ６２－２１１６）

行政相談
 日　時　 ２月１０日㈫

　　　　 　 ９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　保健センター

 ◎問い合わせ　総務課　総務係 

                 　　（電話 ： ６２－２１１１）

心配ごと相談
 日　時　２月２日㈪ ・ １０日㈫ ・ 20 日㈮

　　　　  　９時 30 分～ 11 時 30 分

 場　所　 保健センター　

◎問い合わせ　社会福祉協議会

               　　（電話 ： ６２－４２１３）

無料法律相談所
　町では、 「無料法律相談所」 を開催します。

　 相談を希望される方は予約をお願いします。

日　時　２月１７日㈫　14 時～ 16 時

場　所　役場 101 相談室

相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士

内　容　生活に関する悩みや、 消費生活に関

　　　　   すること

◎予約・問い合わせ
　
町民生活課　生活環境係

　　　　　　　　　        　   （電話 ： ６２－２１１６）  

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数

　
　町では、 農作物等鳥獣被害対策として、 イノシシの

捕獲活動を実施しています。 有害鳥獣捕獲隊の活動

にご理解ご協力をお願いします。

　また、 事故防止のため、 捕獲用の箱罠等には近づか

ないようにお願いします。

自家消費野菜等の放射性物質測定結果
12 月測定なし

　町では、 自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ

ています。
　検査を希望される方は持込方法をご確認の上、 予

約をお願いします。

持込方法　
・ 検査物は 500 ｇ以上必要です

・ 検査物を細かくする （５㎜以下のみじん切り）

◎予約・問い合わせ　産業振興課　農林水産係

　　　　　　       　　　　　（電話 ： ６２ー２１９４）

休日在宅当番歯科医

 １日㈰　 沖田歯科クリニック
（原町区）  ☎２３- ０３０３

 ８日㈰　 原田歯科医院
（相馬市）☎３５- ２５５７

 11 日㈬    かとう歯科医院
（原町区）☎２４- ３８３８

 15 日㈰    山本歯科医院
（相馬市）☎３５- ２８５３

 22 日㈰    河田歯科医院
（原町区）☎２４- ２９６９ 

  23 日㈪    馬陵歯科診療所
（相馬市）☎３６- １８８８

   診療時間　９時～ 16 時

２月

休日在宅当番医

 １日㈰　 米村胃腸科内科医院
（相馬市）  ☎３５- ２８８０

 ８日㈰　 浜通りふれあい診療所
（相馬市）☎２６- ７１００

 11 日㈬    阿部クリニック
（相馬市）☎３５- ２５５３

 15 日㈰    渡辺病院 
（新地町）☎６３- ２１００

 22 日㈰    羽根田病院
（相馬市）☎３５- ２９７０ 

 23 日㈪    相馬中央病院
（相馬市）☎３６- ６６１１

   診療時間　９時～ 16 時

捕獲数（頭）
12 月捕獲数 20

令和７年度累計捕獲数 131

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
全国一斉情報伝達訓練のお知らせ
　総務省消防庁では、 Ｊアラートの動作を確認す

るため、 全国一斉の放送試験を実施します。 　町

では訓練当日、 町内の防災行政無線とご家庭の

個別受信機からチャイムと音声が流れます。

　放送は試験放送ですので、 お間違いの無いよう

ご注意ください。

訓練実施日時　２月６日㈮　午前 11 時頃

◎問い合わせ　総務課　総務係

                     （電話 ： ６２－２１１１）


